
【再周知】事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請受付を開始 

～バス、タクシー、トラック運送事業者等の交通事故防止のための先進的な取り組み等を支援～ 

 

国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車（Ａ

ＳＶ）や運行管理の高度化に資する機器の導入等の取組を支援するため、要件を満たした事

業者に対して補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施しております。 

 

１．実施する補助事業（詳細は別紙参照） 

（１）先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支援 

（２）運行管理の高度化に対する支援 

（３）過労運転防止のための先進的な取組に対する支援 

（４）社内安全教育の実施に対する支援 

 

２．補助事業の内容 

（公財）日本自動車輸送技術協会並びに国土交通省のホームページをご覧ください。 

 ○（公財）日本自動車輸送技術協会 申請ポータルサイト 

   https://jata-shinsei.my.site.com/portal 

 ○国土交通省ホームページ 

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000465.html 

  ・先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支援 

    http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/esc_05.html 

・運行管理の高度化・過労運転防止・社内安全教育に対する支援 

    http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi.html 

 

３．補助事業の交付申請受付場所・受付期間 

○申請受付場所：（公財）日本自動車輸送技術協会 

○申請受付期間：別紙参照（補助事業によって異なります。） 

 

 

 

 


